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A 土木工事の総合点が１，１５０点以上の者で、総合評定値が８９０点以上のもの

B 土木工事の総合点が１，０００点以上１，１５０点未満の者

C 土木工事の総合点が８００点以上１，０００点未満の者

Ｄ 土木工事の総合点が８００点未満の者

A 建築工事の総合点が１，０５０点以上の者で、総合評定値が８００点以上のもの

B 建築工事の総合点が９００点以上１，０５０点未満の者

C 建築工事の総合点が７８０点以上９００点未満の者

Ｄ 建築工事の総合点が７８０点未満の者

Ａ 電気工事の総合点が１，０００点以上の者

Ｂ 電気工事の総合点が１，０００点未満の者

Ａ 管工事の総合点が９００点以上の者

Ｂ 管工事の総合点が９００点未満の者

Ａ 舗装工事の総合点が１，０００点以上の者

Ｂ 舗装工事の総合点が８００点以上１，０００点未満の者

Ｃ 舗装工事の総合点が６５０点以上８００点未満の者

特
上水道工事の総合点が８６０点以上、かつ、土木工事の総合点が１，１５０点以上の者で、土
木工事の等級がＡのもの

Ａ
上水道工事の総合点が９００点以上の者のうち、上水道工事の等級が特以外の者で、水道修繕
工事等当番業務受託業者であるもの

Ｂ
上水道工事の総合点が６１０点以上９００点未満の者又は水道修繕工事等当番業務受託業者で
総合点が５００点以上６１０点未満のもの
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